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修正来歴表（原子力事業者防災業務計画） 

 

№ 改正年月日 概      要 

０ Ｈ12年 6月16日 ・作成（制定） 

１ Ｈ13年 8月 1日

・青森県地域防災計画及び六ケ所村防災計画の改正施行の反映 

・省庁再編に伴う監督官庁の変更、名称、連絡先の変更の反映 

・原子力発電所等に係る防災対策上当面とるべき措置について（昭和54

年中央防災会議決定）の廃止に伴う連絡先の変更の反映 

・当社組織変更の反映 

・原子力事業者防災業務計画の名称の変更 

２ Ｈ15年1月1日 

・「防災基本計画」（原子力災害対策編）の改訂の反映 

・通報先に東北経済産業局を追加 

・オフサイトセンター派遣要員の変更 

・本社機能六ヶ所村移転に伴う社内組織改編及び防災組織修正の反映 

３ Ｈ16年2月25日 

・当社社内組織変更の反映 

・再処理施設ウラン試験開始に伴う施設の適用範囲の変更 

・再処理施設ウラン試験開始に伴う（財）核物質管理センターとの防災

体制に関する連携、協力について追記 

・再処理施設ウラン試験開始に伴い、事業所内除染施設及び応急施設に

つき、除染施設を追加 

・行政機関の組織改正による通報先の変更 

・通報先に経済産業省青森原子力産業立地調整官事務所六ヶ所連絡室を

追加 

・対策組織の班構成の見直し 

４ Ｈ17年1月11日 

・行政機関の組織改正に伴う見直し 

・当社組織変更の反映 

・その他記載の適正化 

５ Ｈ17年7月1日 
・分析用標準核燃料物質の航空輸送に伴う通報連絡先の追記 

・その他記載の適正化 

６ Ｈ18年2月10日 
・再処理施設アクティブ試験開始に伴う見直し 

・その他記載の適正化 

７ Ｈ18年12月22日
・青森県警察本部、横浜町の組織改正に伴う見直し 

・その他記載の適正化 

８ Ｈ20年 1月18日

・六ヶ所村の組織改正に伴う見直し 

・連絡先に文部科学省原子力災害警戒(対策)本部を追加 

・除染施設及び応急処置施設の見直し 

・その他記載の適正化 

９ Ｈ21年 1月20日
・原子力災害対策特別措置法施行規則改正に伴う見直し 

・その他記載の適正化 

10 Ｈ22年 1月28日
・対策班の活動内容の見直し 

・その他記載の適正化 
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№ 改正年月日 概      要 

11 Ｈ23年 2月 3日 ・緊急時データ収集システムの反映 

12 Ｈ24年 3月26日

・青森県内原子力事業者間安全推進協力協定の内容を反映 

・国土交通省の組織改正に伴う修正 

・再処理事業部組織改正等に伴う修正 

13 Ｈ25年 3月18日
・原子力災害対策特別措置法の改正に伴う修正 

・その他記載の適正化 

14 Ｈ25年12月20日

・原子力災害対策特別措置法施行令等の改正に伴う修正 

・当社組織変更の反映 

・その他記載の適正化 

15 Ｈ27年 3月25日

・社内組織改正の反映 

・原子力発電所の緊急時対策指針の反映 

・原子力規制庁の組織改正に伴う修正 

・内閣府本府組織令等の改正に伴う修正 
・内閣官房国家安全保障局発足に伴う修正 

・副原子力防災管理者の職位名および代行順位の変更に伴う修正 

・省令改正（命令）の反映 

・原子力事業者間協力協定の改正に伴う修正 

・様式の見直しを反映 

・その他記載の適正化 
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別図９ 退去必要者の集合場所 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別図 10  事業所内の気象観測設備及び応急処置施設等 

気象観測設備の仕様等 

名  称 数量 設置場所 点検内容 点検頻度 

超音波式風向風速 

（観測高さ 地上 10m） 
１式 事業所構内 外観・機能 １回／年 

ドップラーソーダ（風向・風速） 

（観測高さ 地上 150m） 
１式 事業所構内 外観・機能 １回／年 

日射計／放射収支計 各１式 事業所構内 外観・機能 １回／年 

除去除染施設及び応急処置施設 

①：保健管理建屋除染室及び救急処置室 ④：出入管理建屋退域室 
②：ガラス固化体受入れ建屋退域室 ⑤：低レベル廃棄物処理建屋退域室 
③：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋退域室 ⑥：ハル・エンドピース貯蔵建屋退域室 

①

④

③

⑤

⑥

気象観測設備 

再処理事務所西棟 

再処理事務所南棟 

事務本館 

環境管理建屋 

放射線測定機器校正建屋 

制御建屋 

新消防建屋 

再処理事務所別館 

ユーティリティ建屋 

原水ポンプ建屋 
非常用電源建屋 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

高レベル廃液 
ガラス固化建屋 

分離建屋 

精製建屋 

前処理建屋 

正門警備所 

東構内一般車両車庫 

主排気筒管理建屋 

北換気筒管理建屋 

ガラス固化体貯蔵建屋 
②

分析建屋 

11 

第１電源車車

第２電源車車

第３電源車車
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